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○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則 
（平成３年６月制定） 

 改正 平成１６年５月２８日規則第７号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和５６年８月制定）第２条第３号の 

規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（職務に専念する義務の特例） 

第２条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。 

 （１）当該地方公共団体の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 

 （２）職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 

 （３）他の地方公共団体の消防団員等としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出動し、又はその

職に必要な訓練をうける場合 

 （４）前各号に掲げるものの外、代表理事が特に認める場合 

（承認及び手続等） 

第３条 職員は、条例第２条の規定による職務に専念する義務の特例をうけようとするときは、別記様 

式により、事前にその承認をうけなければならない。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年規則第７号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成１６年５月１日から適用する。 
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別記様式（第３条関係）） 

職務に専念する義務の免除額 

 

代表理事 事務局長 次長 主幹  職  氏  名 

     

申 

請 

者 
㊞

職務に専念する義

務の免除を受けよ

うとする期間 

自   年  月  日   時  分 

至   年  月  日   時  分 

職務に専念する義

務の免除を受けよ

うとする理由 

 

 

職務に専念する義務の特例に関する条例第２条の規定に基づき、上記のとおり職務に専念す

る義務を免除されるようお願いします。 

備     考 

 

 

 

 


